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特
集
②

仙台市政だより　令和元年（2019年） 11月号

　住宅等に被害を受けた方の「罹災証明書」または「罹
災届出証明書」の受け付けを行っています。
●罹災証明書は、建物の被害程度を証明するもので、
被害状況を調査の上、被害程度の認定ができたものか
ら順次発行します
●支援制度によっては、被害調査を要しない、罹災届
出証明書で足りる場合もあります
●受付日時∥平日の午前８時半～午後５時
●申請に必要なもの∥本人であることが確認できるも
の（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードな
ど）
●本人、同居の親族等以外が申請する場合は委任状が
必要です
●申請期限∥令和元年12月12日㈭

罹災（りさい）証明書の申請を
受け付けています

■
災
害
弔
慰
金

　
災
害
に
よ
り
死
亡
さ
れ
た
方
の
ご
遺

族
（
配
偶
者
・
子
・
父
母
・
孫
・
祖
父

母
等
）
に
対
し
て
支
給
し
ま
す
。

問
社
会
課
☎
214
・
８
５
４
１

■
災
害
障
害
見
舞
金

　
災
害
に
よ
り
重
度
の
障
害
を
負
っ
た

方
に
対
し
て
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
て

支
給
し
ま
す
。

問
社
会
課
☎
214
・
８
５
４
１

■
災
害
援
護
資
金
貸
付

　
世
帯
主
が
重
傷
を
負
っ
た
、
ま
た
は

家
屋
に
被
害
（
全
壊
、
半
壊
、
家
財
の

３
分
の
１
以
上
の
損
害
等
）
を
受
け
た

場
合
に
、
住
居
再
建
等
の
た
め
の
融
資

が
受
け
ら
れ
ま
す
（
所
得
制
限
有
り
）。

●
受
付
開
始
日∥

11
月
１
日
㈮　

問
災
害
援
護
資
金
課
☎
214
・
８
５
６
６

■
生
活
福
祉
資
金

　
低
所
得
者
、
障
害
者
ま
た
は
高
齢
者

世
帯
に
対
し
、
経
済
的
立
ち
直
り
と
生

活
の
安
定
向
上
の
た
め
に
、
低
利
子

（
１
・
５
％
）
ま
た
は
無
利
子
で
の
資

金
の
融
資
と
必
要
な
相
談
支
援
を
行
い

ま
す
。
貸
付
種
類
に
よ
り
条
件
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
各
区
社
会
福
祉
協
議
会
（
青
葉
☎

265
・
5
2
6
0
、
宮
城
支
部
☎
392
・
7

8
6
8
、
宮
城
野
☎
256
・
3
6
5
0
、

若
林
☎
282
・
7
9
7
1
、
太
白
☎
248
・

8
1
8
8
、
泉
☎
372
・
1
5
8
1
）

■
社
会
福
祉
資
金
貸
付

　
低
所
得
世
帯
に
対
し
、
災
害
・
疾
病

そ
の
他
の
緊
急
不
時
の
出
費
に
必
要
な

資
金
を
、
15
万
円
を
上
限
に
無
利
子
で

融
資
し
ま
す
。

問
各
区
社
会
福
祉
協
議
会
（
青
葉
☎

265
・
5
2
6
0
、
宮
城
支
部
☎
392
・
7

8
6
8
、
宮
城
野
☎
256
・
3
6
5
0
、

若
林
☎
282
・
7
9
7
1
、
太
白
☎
248
・

8
1
8
8
、
泉
☎
372
・
1
5
8
1
）

■
個
人
市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
等
の
減

免
・
期
限
の
延
長
、
納
税
に
関
す
る
こ
と

●
詳
細
は
11
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
の
所
得
制
限

の
特
例

　
現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
心
身
障
害

者
医
療
費
助
成
を
受
給
し
て
い
な
い
方

の
う
ち
、
今
回
の
災
害
に
よ
り
住
宅
の

大
規
模
半
壊
以
上
の
損
害
、
受
給
者
の

失
業
等
に
よ
り
所
得
が
著
し
く
減
少
し
、

生
活
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
、
医
療
費
助
成
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年
金

課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

■
障
害
者
交
通
費
助
成
の
所
得
制
限
の
特

例
　
現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
障
害
者
交

通
費
助
成
（
ふ
れ
あ
い
乗
車
証
、
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
券
、
自
家
用
自
動
車
燃

料
費
助
成
券
）
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

で
、
今
回
の
災
害
に
よ
り
、
所
得
が
著

し
く
減
少
し
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
交
通
費
助
成
の

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
区
役
所
障
害
高
齢
課
、
総
合
支
所
保

健
福
祉
課

台
風
第
19
号
に
よ
り

被
災
し
た
方
の
た
め
の
補
助
・
減
免
等

仙台市役所☎261･1111
青葉区役所☎225･7211
宮城野区役所☎291･2111
若林区役所☎282･1111
太白区役所☎247･1111
泉区役所☎372･3111
宮城総合支所☎392･2111
秋保総合支所☎399･2111

□電話番号案内（代表番号）■
障
害
者
（
児
）
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
の
利
用
者
負
担
金
の
減
免

　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
ご
利
用
の

方
が
り
災
し
、
負
担
金
の
支
払
い
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
負
担
金
を
減
免
し
ま
す
。

問
区
役
所
障
害
高
齢
課
、
宮
城
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
４
ペ
ー
ジ
）

■
障
害
者
に
対
す
る
自
立
支
援
医
療（
更

生
医
療
）
の
負
担
上
限
月
額
の
軽
減

　
自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）
を
ご

利
用
の
方
が
り
災
し
、
負
担
金
の
支
払

い
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
自

立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）
の
負
担
上

限
月
額
を
引
き
下
げ
ま
す
。

問
区
役
所
障
害
高
齢
課
、
宮
城
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
４
ペ
ー
ジ
）

■
介
護
保
険
料
お
よ
び
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
（
総
合
事
業
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の

減
免

※
各
種
申
請
に
必
要
な
書
類
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
被
保
険
者
ま
た
は
そ
の
世
帯
の
生
計

維
持
者
の
所
有
す
る
住
宅
・
家
財
等
に

損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
介
護
保
険
料

お
よ
び
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
総
合

事
業
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
減
免
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
区
役
所
介
護
保
険
課
・
総
合
支
所
保

健
福
祉
課
（
☎
は
４
ペ
ー
ジ
）

■
国
民
健
康
保
険
料
・
一
部
負
担
金
の
減

免
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
一
部
負

担
金
の
減
免

　
災
害
に
よ
り
住
宅
お
よ
び
家
財
に
一

定
以
上
の
損
害
が
あ
っ
た
方
は
、
保
険

料
や
病
院
を
受
診
す
る
際
の
一
部
負
担

金
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年
金

課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎

は
４
ペ
ー
ジ
）

■
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

　
災
害
に
よ
り
財
産
の
２
分
の
１
以
上

の
損
害
を
受
け
て
、
保
険
料
の
納
付
が

著
し
く
困
難
な
方
は
、
保
険
料
の
納
付

が
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年
金

課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎

は
４
ペ
ー
ジ
）

■
子
ど
も
医
療
費
助
成
、
母
子
・
父
子
家

庭
医
療
費
助
成
の
所
得
制
限
の
特
例

　
現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
子
ど
も
医

療
費
助
成
お
よ
び
母
子
・
父
子
家
庭
医

療
費
助
成
を
受
給
し
て
い
な
い
方
（
子

ど
も
医
療
費
助
成
は
支
給
停
止
を
含

む
）
の
う
ち
、
今
回
の
災
害
に
よ
り
住

宅
の
大
規
模
半
壊
以
上
の
損
害
、
受
給

者
の
失
業
等
に
よ
り
所
得
が
著
し
く
減

少
し
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
、
医
療
費
助
成
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年
金

課
・
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎

は
４
ペ
ー
ジ
）

■
保
育
施
設
等
保
育
料
の
減
免

　
災
害
に
よ
り
居
住
す
る
家
屋
に
著
し

い
損
害
を
受
け
た
場
合
、
６
カ
月
間
保

育
料
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

問
区
役
所
家
庭
健
康
課
、
宮
城
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
４
ペ
ー
ジ
）

■
住
宅
の
応
急
修
理

●
対
象∥

住
家
が
罹り

災さ
い

証
明
書
に
よ
り

全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
半
壊
ま
た
は
一

部
損
壊
（
損
害
割
合
が
10
％
以
上
の
住

宅
の
み
）
と
認
定
さ
れ
、
自
ら
の
資
力

で
は
修
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
世
帯
の

方　
●
修
理
対
象∥

屋
根
、
柱
、
床
や

ド
ア
・
窓
等
の
開
口
部
、
上
下
水
道
・

電
気
・
ガ
ス
等
の
配
管
な
ど
日
常
生
活

に
必
要
不
可
欠
な
部
分　
●
手
続
き
や

限
度
額
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
財
産
管
理
課
☎
214
・
１
２
７
８

■
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
の
減
免

　
災
害
の
発
生
し
た
日
か
ら
２
年
以
内

に
建
築
物
等
を
建
築
す
る
際
の
①
確
認

申
請
手
数
料
②
完
了
検
査
申
請
手
数
料

③
中
間
検
査
申
請
手
数
料
④
許
可
等
申

請
手
数
料
⑤
台
帳
記
載
事
項
証
明
手
数

料
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
①
～
③
建
築
審
査
課
☎
214
・
８
４
８

５
④
⑤
区
役
所
街
並
み
形
成
課
（
☎
は

４
ペ
ー
ジ
）

■
開
発
行
為
許
可
・
宅
地
造
成
許
可
等
申

請
手
数
料
の
減
免
等

　
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
が
、

自
己
居
住
用
開
発
行
為
等
、
宅
地
造
成

工
事
規
制
区
域
に
お
け
る
宅
地
造
成
に

関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
当
該
災
害
の

発
生
し
た
日
か
ら
６
カ
月
以
内
に
許
可

等
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
許
可
申

請
手
数
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

問
開
発
調
整
課
☎
214
・
８
３
４
３

■
中
小
企
業
等
特
別
相
談
窓
口

　
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
、
事
業
活

動
に
支
障
を
来
し
て
い
る
中
小
企
業
者

等
の
、
経
営
や
資
金
繰
り
等
に
関
す
る

特
別
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

●
相
談
受
付
日
時∥

平
日
の
午
前
８
時

半
～
午
後
５
時　
●
相
談
受
付
場
所∥

ア
エ
ル
７
階　
●
予
約
が
必
要
で
す

問
仙
台
市
産
業
振
興
事
業
団
☎
724
・
１

１
２
２

◆受け付け・問い合わせ　
区役所税務会計課 、宮城総合支所・秋保総合支所税務
住民課

仙台市政だより　令和元年（2019年） 11月号

特
集
②

仙台市台風第19号被災者支援
情報ダイヤルを開設しています
　被災した方への支援制度などに関して、
電話による問い合わせを受け付けていま
す。

■仙台市台風第19号被災者支援情報ダ
イヤル
☎214･8100
●開設時間∥平日の午前９時～午後５時


